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合理的配慮と従来の支援の違いは？
【教育活動の一環としての学生支援】

●思いやり、慮り、支え合い、手伝い、支援、サポート、配慮
●教育的配慮＝教員の個々の工夫

➡提供側のさじ加減で「思いやり」の発露としてなされる。

【制度としての合理的配慮】
教育機関として明確なルールを設けて
障害のある学生の意思の表明を受け
双方の建設的な対話を実施する。

妥当性を判断し、互いに納得した上で
合理的配慮として提供する。

法的規制のもとで、
本人の意向が尊重された対話を通じて

機会平等達成のために
提供される。

合理的配慮はさまざまな支援の一部

本人が知らないとか、同意なく
提供されることはありえない。
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機能制限
できないこと
得意なこと

学生のニーズ
各授業で

学生が習得
すべきもの

変更不可

● 文献資料読解
● ディスカッション
● 講義
● レポート
● 筆記試験
● プレゼンテーション
● 実験方法

習得するための手段
評価方法

社会的障壁になりうるため
変更可

H29.2.7 ネットワーク大学コンソーシアム岐阜 H28年度 高大連携セミナー
信州大学 高橋 知音 氏 のスライドを参考に一部改変

合理的配慮で変更・調整可能なのは？

成績評価基準を調整すること、
学修内容の「本質部分」を省略することは不可。
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３つのポリシーとシラバスの充実と明確化

ディプロマ・ポリシー
（学位授与の方針）

どのような力を身に付けた者に卒業を認定
し、学位を授与するかを定めたもの。

カリキュラム・ポリシー
（教育課程編成・実施の方針）

どのような教育課程を編成し、どのような
教育内容・方法を実施し、学修成果をどの
ように評価するかを定めたもの。

アドミッション・ポリシー
（入学者受け入れの方針）

どのように入学者を受け入れるかを定めた
もの。受け入れる学生に求める学修成果を
示す。具体的評価方法は募集要項等で公開。

シラバス
（授業計画）

授業で修得すべきもの、授業方法、授業計
画、評価基準を明記。

H29.9.26 JASSO 全国障害学生支援セミナー 「体制整備支援セミナー３」
信州大学 高橋 知音 氏 のスライドを参考に一部改変

成績評価において合理的配慮を実施するために必要なこと
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ディプロマ・ポリシー
カリキュラム・ポリシー

アドミッション・ポリシー
シラバス

学生 支援担当

本人（家族）の思い
診断書（必須ではない）

アセスメント結果（あれば）

入学前に受けた支援内容 比較

修得するための「手段と方法」・評価の「方法」の調整を検討

教育の目的・内容・機能の本質・成績基準の変更はできない

合理的配慮の内容の検討

３つのポリシーとシラバスが明確でないと検討できない！（はず）

意思の表明

合理的配慮の内容決定までのプロセス
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合理的配慮の《適・不適》を判断するプロセス
｜｜すなわち

『教育の目的・内容・機能の本質を問う営み』

臨床とは？

看護とは？

デザイン力とは？

コミュニケーションとは？

医学とは？

連携とは？

ケアとは？

チームワーク力とは？

学力とは？

実践力とは？

適切な合理的配慮を提供したいのだけど。。。

三つのポリシーやシラバスには、あいまいな用語、マジックワード（何かを示して
いる気になってしまうがよく考えるとわからない言葉）があふれていて判断基準に
なしえない。。。
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2001年（平成13年）12月
総合規制改革会議

「規制改革の推進に関する第１次答申」
2002年（平成14年）8月

中央教育審議会 提言
「大学の質の保証に係る新たなシステムの構築について」

2012年（平成24年）8月
中央教育審議会 答申

「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて
～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ～」

学士課程教育を各教員の属人的な取組から大学が組織的に提供する体系立ったものへと進化さ
せ、学生の能力をどう伸ばすかという学生本位の視点に立った学士課程教育へと質的な転換を図る
ためには、教員中心の授業科目の編成から学位プログラム中心の授業科目の編成への転換が必要
である。（平成24年8月中教審答申 15頁）
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大学における教育の質保証をめぐる動き



「教育の質保証」
「認証評価制度」2004(H16)年度～

例）医学教育 日本で医学教育を受けた学生が米国へ留学するための認証制度

●世界医学教育連盟
（World Federation for Medical Education：WFME）

↓認証↓
●日本医学教育評価機構
（Japan Accreditation Council for Medical Education：JACME）

↓認証↓
日本の大学

↑米国での研修資格を認定↑
●ECFMG
(Educational Commission For Foreign Medical Graduates）

専門職としての能力を明確に定義し、
確かな基準・内容に基づき教育を展開する 教育内容・評価の厳格化が進む

（参考）医学部医学科教育における認証評価制度
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教育の質保証
モデル

コアカリキュラムの
策定

障害学生支援
合理的配慮

厳密さ 柔軟さ

どう対応すればよいのか？
何を優先すればよいのか？

どうも欧米では
テクニカルスタンダード
（コンピテンシースタンダード）

というツールを用いているらしい。。。

「テクニカルスタンダード」とは…
三つのポリシー等の（学術的基準）とは異なる。

コースやプログラムの単位で，本質的に求められる能力要件を明示したもの。

教育の質保証と合理的配慮提供の間に生じたコンフリクト
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領域 学生に求める能力や知識、スキル（Level2） 要件達成と評価される課題の例(Level5)

倫理的行動 ◆臨床現場での倫理的行動に関する知識と順守 ●講義や臨床現場で個人情報へ適切な行動を示す
●倫理的行動を意識し続ける責任感を示す

行動の安定性 ◆多様に変化する講義・臨床現場で前向きに働くため
の行動の安定性

●建設的なフィードバックを適切に受け止め、反応する
●臨床現場で自分の感情や行動に上手く対処する

法律 ◆豪州の法律、専門規範、職務範囲に関する知識と順
守

●豪州医療従事者登録機関（AHPRA）の学生登録要件に従
う
●関連する子どもの保護と安全に関する法律に従う

コ
ミ
ュ
ニケ

ー
シ
ョ
ン

言語 ◆言語コミュニケーションを正確かつ適切に理解し、
反応する

●演習・臨床現場でのディスカッションに参加する。
●臨床現場でのケア要求に適切に反応する

非言語 ◆行動の手がかりを適切に認識・解釈し、反応する ●教室の状況を適切に認識し、反応する
●臨床現場の非言語的手がかりを適切に認識し、反応する

書字 ◆明瞭な書字によるコミュニケーションをする ●学術要件を満たすエッセイを作成する
●専門的基準を満たす看護記録を速やかに作成する

認
知

知識 ◆関連する適切な情報を示す
◆実践上の知識や情報を扱う

●学習評価への応答で、適切な知識を概念化し、使う
●臨床現場での方針や手続きに関する知識を示す

識字 ◆文章を構成するために学術的な形式を理解し、使う
◆多様な印刷物や情報を読み、理解する

●適切な学術形式で言い換え・要約・参照をする
●正確で整理された看護記録を示す

計算 ◆データや尺度、数値基準を解釈し、正確に適用する ●正確な投薬の計算を行う
●水分出納表（Fluid Balance Chart）

感
覚
機
能

視覚 ◆要求されたスキルを遂行するのに十分な視覚機能 ●投薬の書類を正確に作成する
●傷口のわずかな変化に気づく

聴覚 ◆要求されたスキルを遂行するのに十分な聴覚機能 ●聴診による血圧測定を正確に実行する
●呼び出しによるケア要求に気づく

触覚 ◆要求されたスキルを遂行するのに十分な触覚機能 ●体温や脈拍の触診などで血行の変化に気づく力と可動性

力
と
可
動
性

粗大運動 ◆安全で効果的なケアの提供に必要な粗大運動能力 ●人や物を安全に移動し、適切なバランスを維持する
●道具や機器を安全に取り外して、利用する

微細運動 ◆安全で効果的なケアの提供に必要な微細運動能力 ●菌が入らないように傷口に包帯を巻く
●輸血用器具を正確に差し込み、既定の速度に設定する

持続可能な
パフォーマンス

◆課題完了に必要なレベルでの身体エネルギーがある ●チュートリアルや、講義に参加する
●調整済みの時間枠内で一貫したケアを提供する

10
（出典）竹田一則編,佐々木銀河他著：よくわかる！大学における障害学生支援 ジアース教育新社,

256,2018,University of Western Sydney : Inherent requirements for Nursing courses.

【参考】看護分野におけるテクニカル・スタンダード（英・豪ではコンピテンシー・スタンダード）
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【参考】University of New England College of Pharmacy

Observation 観察
Communication コミュニケーション
Motor 運動
Intellectual 知性
Behavioral and Social 行動/社会

合理的配慮提供の有無にかかわらず
➡ 5項目のスキルと能力を有することを

学生に求めている



Technical Standards

日本ではなじみのない
「テクニカルスタンダード」の考え方の流入

さまざまな誤解と不安の発生

実際のところどうなのか？
大学では何をどう備えればいいのか？

「テクニカルスタンダード」導入に向けた誤解や不安
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資格取得系・実習系学部での支援の難しさ ▶▶▶▶▶▶

▶▶▶ 障害学生の入学を抑止したいと考える大学関係者の存在

▶▶▶▶▶▶▶▶▶ 教育の質保証と合理的配慮のバランス

▶▶▶▶▶▶ 合理的配慮とは何ぞや？という問い

職務定義不明確の中での専門職の在り方▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶

新たな欠格条項になるのでは？という恐れと疑念

大学教員としてどう向き合ったらいいか？不明 ▶▶▶▶▶▶

テクニカルスタンダードをめぐっての意見
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1965 Higher Education Opportunities Act (HEOA)
高等教育機会法

1973 Section 504 of Rehabilitation Act
リハビリテーション法 第504条

1990 The Americans with Disabilities Act (ADA)
障害のあるアメリカ人法

2008 HEOA ／ADA 修正

2014 Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA)
労働力革新機会法

米国における障害者支援関連の法律(一部)
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1973 Section 504 of Rehabilitation Act
リハビリテーション法 第504条

SEC. 504. (a) No otherwise qualified individual with a disability in the United States, ……,
shall, solely by reason of her or his disability, be excluded from the participation in, be denied
the benefits of, or be subjected to discrimination under any program or activity receiving
Federal financial assistance or under any program or activity conducted by any Executive
agency or by the United States Postal Service.

米国における適格性のある障害のある人は何人たりとも、障害があるという理由のみによって、連
邦政府から補助金を受けるいかなる事業、又は各実施当局及び郵便サービスの実施するいかなる事
業においても、参加を阻まれたり、受けるべき利益を損なわれたり、受けるべき利益を損なわれた
り、差別を受けたりすることがあってはならない。

米国における障害者支援関連の法律(一部)

リハビリテーション法第504条
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ADA §101(8) Qualified individual

The term “qualified individual” means an individual who, with or without reasonable
accommodation, can perform the essential functions of the employment position that such
individual holds or desires.

「適格性のある人」という用語はその人が就いているまたは希望する職務の本質的機能を「合理的配慮」が
あってもなくても遂行できる人を意味する。

適格性の有無の判断方法

（１）当該職務が要求する、障害によっては影響を受けない選定基準をその人が満たしているか。

（２）「合理的配慮」についても考慮したうえで、職務の本質的機能の遂行が可能かどうかにつ
いて判断される。なお、職務にとって周辺的な業務を遂行できないことは適格性の判断に
影響しない。

「本質的機能」「選定基準」を明示するため、テクニカルスタンダートが改めて示されたともいえる。

長谷川珠子「アメリカにおける合理的配慮について」 （2008.06 ）
厚生労働省 第3回労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会 資料２ より

米国における「適格性のある人」の考え方
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American Association of Medical Colleges 米国医科大学協会（2005） 刊行

参考
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ADA §102(b)(6)

障害者を実際に排除したり排除する傾向のある職務基準を用いることは、それがその職務に関連しかつ業務
上の必要性に合致しない限り許されない。

→職務基準や試験方法が障害者にとって不利な効果を持つ場合には、合理的配慮を提供することにより、そ
の不利な効果を取り除くことが求められる。

『最高裁判決に基づくＡＤＡの“障害”と“適格”の概念についてのＥＥＯＣ調査官への指針』

Instructions for Field Offices:Analyzing ADA Chages After Supremes Court Decisions Addressing "Disability" and "Qualified" ( EEOC 1999 )

『ＡＤＡのもとでの合理的配慮と過剰な負担についてのＥＥＯＣの方針の手引き書』

Enfordement Guidance:Reasonable Accommodation and Undue Hardship Under the Americans with Disabilities Act ( EEOC 1999 )

→適格性のある障害者／合理的配慮の厳密な定義について示している。

長谷川珠子,日本学術振興会,「アメリカにおける合理的配慮について」,2008,厚生労働省 第3回労働・雇用分野における障害者権利
条約への対応の在り方に関する研究会 資料２ より
北野誠一,桃山学院大学,「ADA（障害をもつアメリカ人法）10年の歩みと、日本における障害者権利法（JDA）の方向性その5」,月
刊ノーマライゼーション 障害者の福祉,2001年1月号（第21巻 通巻234号）より

テクニカルスタンダードを欠格条項として用いるのは禁じられている

テクニカルスタンダードを障害のある人を排除するためのツールとして用いることは禁じられている。
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米国は「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」を批准していない

→米国の単独行動主義と、適格性のある障害者の規定が国内法にあることが理由

日本は「障害者の権利に関する条約（障害者権利条約）」を批准している

→「障害を理由とする差別の解消に関する法律（障害者差別解消法）」は全ての国民が対象

日本には「適格性のある障害者」という考え方は存在しない
→「テクニカルスタンダード」も明確には存在していない

日本で
専門職としての専門性の担保

障害のある人が専門職として活躍できる権利
どう両立するか？

日本へ導入するときの注意点
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日本にはまだ
明確な形で「テクニカルスタンダード」は存在しない

テクニカルスタンダード的なるものの存在のみ

これらが集合的にテクニカルスタンダード的なるものを構成している状態

これらを障害のある人の排除規定にしないためにはどうしたら良いか？

モデルコアカリキュラム
ディプロマポリシー

カリキュラムポリシー
アドミッションポリシー
ルーブリック評価基準
資格取得要件 など

日本におけるテクニカルスタンダード？
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• 日本では極論すれば「ルールは守るものであり例外は基本認められないもの」で
あり，本質的機能などが示されていると排除のための記述と考えられがち

• ←→ 米国では「ルールは公正な議論と交渉のためにお互いの共通理解の軸を示したもの」であり「個別
の権利保障についての決定は過去の判例を参考にしながらケースバイケースに決めて，社会全体で考え
方を作り上げていくためのもの」TSもしかり

• 合理的配慮の考え方の理解には，判例法的な考え方の理解が必要

• 本質的機能などが明示されていても，例外は認めないと拒否しているのではなく，基本的な考え方をル
ールとして事前に示すことで，公平に話し合おうと議論を開いているもの

• 法体系上でも，日本は基本的には大陸法（細かいところまで施行令などで決め切る成文法）だが，米国
は英米法（枠組みを示してあとは判例で決めていく判例法）であり，法体系の違いも私達の認識に大き
く影響している可能性

近藤武夫先生2018/11/02 PHED SIGTS CBIの資料より

テクニカルスタンダードと公正さ、法体系の違いによる影響
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東京大学
「障害と高等教育に関するプラットフォーム形成事業」

PHED：Platform of Higher Education and Disability
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東京大学PHEDテーマ別検討部会：Special Interest Group 

（１）障害学生支援におけるQI（Quality Indicator＝質の指標）の策定；
→  障害学生支援のスタンダートとなる知識・技術の基本体系を策定

（２）コストとリソース確保の検討；
→  QIを達成するために必要なコスト（予算・機材・人員など）を検討し、必要なリソースを揃えるための手立てを提案

（３）理解啓発コンテンツの作成；
→  教職員や一般学生だけでなく、障害学生本人や保護者向けにも、障害学生支援や合理的配慮提供に関する理解啓発のための専門的研修CBIの実施やコンテンツを作成

障害学生支援スタンダード

【アクセシビリティ】 学内バリアフリーの促進、合理的配慮のあり方、入試における配慮提供

【法の理解】障害者差別解消法など法の理解と遵守、合理的配慮提供のあり方に関する理解啓発、障害による差別の根絶と法的処置

【アシスティブ・テクノロジー】支援機器の確保と準備（スタートアップ機器の情報提供）、ICT・アルテクの活用、修学・生活支援技術活用の促進

【キャンパスソーシャルワーク】学内コーディネートの在り方、地域支援サービスの活用、学外連携、各種サービス利用のための学生エンパメント

【就労移行・キャリア支援】学内外の障害学生インターンの促進、地域就労移行支援サービスの活用、法的理解、産学官の連携ネットワーク、社会移行のための学生エンパメント

【教育の本質および専門職養成とテクニカルスタンダード】教育の本質に関する再検討、職務要件としての専門的技術のあり方、学内外実習等における合理的配慮のあり方

【根拠資料とその取扱い】合理的配慮提供の根拠資料（障害者手帳・診断書等）の意義、適切な配慮の根拠となるアセスメントのあり方、学内での資料取り扱いガイドラインを策定

【災害等の緊急時対応】災害等の緊急時における障害学生支援の準備と対応、大学内の防災対策強化、地域防災との連携
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SIG-TS：教育の本質および専門職養成とテクニカルスタンダード
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「三つのポリシー」

「ディプロマポリシー（卒業認定・学位授与の方針）」
「カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施の方針）」

「アドミッションポリシー（入学者受け入れ方針）」

高等教育機関における学術的要件を示す
➡ 抽象的な表現が多い

「テクニカルスタンダード」

25

《定義》
「専門職が専門職として機能するために必要な、本質的に求め
られる能力要件を具体的に明示したもの」

《留意点》
修学上または社会移行における合理的配慮を受けた上で達成し
ても良いとされている点に留意する必要がある。

「テクニカルスタンダード」の定義



Academic
Standards

「学術基準」
「学術要件」

26

Technical 
Standards

「技術基準」
「技術要件」

米国

日本

Job
Description

「職務記述書」

Essential Requirement
Essential Functions

SIG-TS：教育の本質および専門職養成とテクニカルスタンダード

「ジョブ型雇用」
と

「メンバーシップ型雇用」
の議論
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“テクニカルスタンダード”
ネガティブな側面

“テクニカルスタンダード”
ポジティブな側面

拡大解釈

的確な合理的配慮がなされない

達成基準の明示

支援手法の検討が容易に

合理的配慮提供の際の
参照基準・目標として

変更・調整がしやすくなる。

新たな欠格条項
として運用されてしまう恐れ

テクニカルスタンダードの二面性



Quality Indicator「教育の本質および専門職養成とテクニカルスタンダード」構成

1. “TS”を扱う上での基本姿勢

2. 入学時における合理的配慮の内容調整

3. 高等教育機関での“TS”を絡めた修学全般を見通した
合理的配慮の内容調整

4. 学内の実験・実習・演習時の合理的配慮の内容調整

5. 学外実習時の合理的配慮の内容調整

7. “TS”に関する啓発活動（策定、修正、変更への関与等）

6. 就職活動時の移行支援における合理的配慮の調整

“ﾃｸﾆｶﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ”
を意識しつつも

拡大解釈や
過剰適用を避け

本人との建設的対話に
基づく調整を

いかに実現できるか

手順を明記

現場での課題は？
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Quality Indicator「教育の本質および専門職養成とテクニカルスタンダード」一部例
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臨地実習

【大学の課題】
障害のある学生の教育を

どうスムーズに実施するか
専門職としてどう育成するか？

【医療機関の課題】
障害のある人を
どう受け入れ

共に働けるようにするか？

【障害等のある学生の課題】
現場で働くことを体験、知る機会

自分の支援ニーズについて知る機会
セルフアドボカシーの力を高める機会

障害をめぐる臨地実習の位置づけ

三者それぞれが
障害のある人の
働き方について

検討・試行する機会
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高等専門学校における技術者教育（15歳から学べる高等教育機関）



教育の質保証
モデル

コアカリキュラムの
策定

障害学生支援
合理的配慮

厳密さ 柔軟さ

どう対応すればよいのか？
何を優先すればよいのか？

教育の質保証と合理的配慮提供の間に生じたコンフリクトを乗り越える

テクニカルスタンダード 本人の支援ニーズ

障害による支援ニーズ = 個別のニーズが高い
本人との「建設的な対話」がカギ
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